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＜令和４年第１回定例会＞生活交通路線等維持費補助事業 概要 

 

１．趣旨 

  本事業は、令和３年第４回江差町議会定例会において「総事業費19,492千円」

として成立したものであるが、対象路線の一つである道の広域生活交通路線の

「八雲熊石線」については、前回補正段階では関係町（江差・乙部・八雲）によ

る負担額が未確定であったことから、前年度（R1.10.1～R2.9.30）補助額による

概算算出としていた。 

  この度、道において「令和３年度北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交

付要綱（令和３年12月 21日交通第606号）」が制定され、新型コロナウイルス

感染症の影響による輸送量等の減少を考慮した「広域生活バス路線運行維持対策

事業費補助金（以下「道補助」という。）」による運行経費の一部支援が昨年度に

引き続き実施されることとなった。 

  補助内容は、道の広域生活交通路線の補助要件である輸送量「10～150人/日」

などの要件に満たなくなった路線が対象で、当町では「八雲熊石線」が対象路線

となっている。 

  道補助の交付決定により、「八雲熊石線」への関係町による補助額が確定とな

ったことで前回補正予算額を超過したことから、その不足分を追加補正するもの。 

 

２．補助先 

  函館バス株式会社 

 

３．補助対象路線 

  八雲熊石線 

 

４．事業費 

  ８３１千円（全額一般財源） 

   ※ 令和３年第４回定例会補正予算額19,492千円のうち広域生活交通路線分は4,866千円

確定した当町補助額は5,697千円でその不足分「831千円」を追加補正 

 

５．補助金負担額 

【関係町】１７，７３７千円（江差：5,697千円、乙部：4,949千円、八雲：7,091千円） 

【北海道】 ３，６７７千円 
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事業名 「江差町企業版ふるさと納税地方創生基金積立」の概要 
 

１ 経過 

創立70周年記念事業として信金中央金庫（東京都中央区八重洲：理事長 柴田 弘之氏）が、企業版

ふるさと納税の仕組みを活用し創設した地域創生推進スキーム「ＳＣＢふるさと応援団」の令和３年

度募集に、当町は、マナマコの増養殖事業及びサケ・マス類の海面養殖漁業の実証実験事業を行うこ

ととして、地元信用金庫である道南うみ街信用金庫（理事長 藤谷 直久氏）の推薦を受け応募した

ところ、令和３年12月24日に1,000万円の寄附が決定され、本年２月24日に寄附金を受領した。 
 

２ ＳＣＢふるさと応援団とは 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を踏まえ、信金中央金庫が企業版ふるさと納税等を活用した寄附

を行うことにより、地域の課題解決及び持続可能な社会の実現に資する地域創生事業を地元信用金庫

とともに応援、地域経済社会の発展に貢献することを目的とするもの。 

本制度は 2020 年度（令和２年度）に創設され、実施期間は 2022 年度（令和４年度）までの３年間

となっている。 

対象事業は、原則として信用金庫の本店所在地の地方公共団体が行う地域創生事業で、１事業当た

りの寄附金額は、1,000 万円以内とされている。 
 

３ 採択事業の概要 

(1) 事業名  豊かな前浜づくりプロジェクト（略称：ハマプロ） 

～つくり・育てる漁業を核とした地域経済の好循環の実現を目指して～ 

(2) 事業目的 

人口減少・少子高齢化のなかにあっても持続可能な産業基盤を整備することを目的に、回遊性

魚種の資源変動に左右されない栽培漁業・養殖漁業によって、漁業者の所得が向上する環境を構

築するため、本寄附金を活用して、マナマコの資源増大に向けた栽培漁業とサケ・マス類の海面

養殖漁業の実証実験事業を行う。 

本事業により、特産品開発や地域ブランド化を図り付加価値をあげ、地産地消と地産外商を進

め地域経済の好循環につなげていく。さらに実験漁場にＩＣＴ機器を取り入れ、作業効率化や安

全性を向上させ、当町の漁業スタイルに“ハマる”栽培・養殖漁業の確立を目指す。 

(3) 具体的な取組内容（予定） 

① マナマコ栽培漁業 

☞ナマコ増殖礁の設置、種苗の放流、モニタリング（個体数や成長度等の確認） など 

② サケ・マス類養殖漁業 

☞サケ・マス類の海面養殖施設（生簀）の設置、稚魚の育成、ＩＣＴ機器導入検討 など 

③ 道南うみ街信用金庫との連携 

☞本事業による効果を最大限生み出すため、マーケティング調査や販路開拓支援、人材育成な

ど道南うみ街信用金庫の伴走支援を得て、連携しながら事業を進めていく 

(4) 事業期間  令和４年度～令和６年度の３年間 

※令和４年度事業予算については、新年度の早い時期に補正予算を予定 

(5) 事業費   45,850千円（３年間の総事業費） 
 

４ 基金への積立 

本寄附金については、令和３年第４回定例会で議決され造成した「江差町企業版ふるさと納税地方

創生基金」に積み立て、今後３年間で取り崩しながらハマプロへ充当し活用するもの。 

 

【令和４年第１回定例会：まちづくり推進課】 
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 令和３年度保守点検の結果、受信アンテナ放射器の中央増幅器カバーに亀裂・変形があり落下

のおそれがあるとの報告を受け、これの補修工事を行うもの。 

 アンテナが落下した場合、危険であるのと同時に同施設からテレビ電波を受信している約９４

１世帯がテレビ視聴不能となるため、テレビ放送視聴対策を維持し、防災上の観点からも早急に

アンテナの補修が必要となる。 

 

 

【アンテナ損傷状況】 

 

受信アンテナ放射器               中央増幅器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤丸部分：中央増幅器              赤丸部分：中央増幅器カバーに亀裂・変形 

 

 

 

 

 

中央増幅器の製作・交換 

 

 

 

【工期】 

 約４か月（中央増幅器制作納期 約３か月）。このため工事費全額を令和４年度の繰越明許費

とする。 

江差円山テレビ中継局受信アンテナ放射器補修工事概要 

（工事費 2,233 千円）
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 令和３年度保守点検の結果、テレビ放送電波送受信に障害がでるおそれのある設備の損傷が確

認され、これの補修工事を行うもの。 

 当該施設からテレビ電波を受信している新栄町・豊川町・愛宕町・東山・桧岱の約５７０世帯

のテレビ放送視聴対策維持のために早急な補修工事が必要となる。 

 

【補修工事内容】 

 (1) 放射器（アンテナ）基部に亀裂が確認され、脱落の可能性があり、令和３年１０月に応急処 

  置を行ったアンテナについて、落下する危険を根本的に解決するためにアンテナ本体を製作、 

  交換する。 

（応急処置前）         （応急処置後） 

 

 

 

 

 

 

 

中央に亀裂・ロープで仮固定   亀裂部を特注金具で仮固定 

 (2) 局舎扉が著しく腐食・変形・発錆し開閉不可能となるおそれがあり、扉の変形により局舎内 

  部に潮風が入り込むことで局舎内内装材の傷み、機器等の発錆が進んでいる。このほか、局 

  舎外壁に亀裂・剥離、鉄筋の露出等の破損があるなど、局舎外装全体の破損が局舎内機器の 

  故障等を引き起こす原因となるため、これらを交換・補修する。 

局舎前景            扉：腐食・変形・発錆 → 製作・交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部発錆状況 → 内装材張替   外部損傷（換気口・外壁：亀裂・発錆・鉄筋露出） → 補修 

                        

 

 

 

 

 

 

 

【工期】 

 約７か月。このため工事費全額を令和４年度の繰越明許費とする。 

江差新栄テレビ中継局設備補修工事概要（工事費 8,756 千円） 

アンテナ本体を 

制作、交換 
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 江差南が丘デジタル無線共聴施設の送信点に建柱しているパンザマストはアナログ放送時代か

ら使用されており、発錆・腐食が進行している。平成２８年度保守点検での錆による腐食・穴あ

き等の指摘を受け平成３０年度に仮補修工事（工事費３０５千円）を行ったが、令和３年度の保

守点検の結果、腐食がさらに進行し倒壊のおそれがあると報告を受けた。倒壊した場合、危険で

あるのと同時に同施設からテレビ電波を受信している約１，０００世帯がテレビ視聴不能となる

ため、テレビ放送視聴対策を維持し、防災上の観点からも早急にパンザマストの建替えが必要と

なる。 

 

【パンザマスト損傷状況】 

 

施設前景               老朽箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   腐食箇所はアナログ放送時代に使用していた固定 

 左パンザマスト老朽化が著しい。   バンドの跡（赤矢印箇所）。 

 

 老朽箇所拡大①        老朽箇所拡大②        老朽箇所拡大③ 

 

 

 

 

 

 

 腐食が進行している箇所では穴を確認（複数個所）。穴からの雨水進入により、目視範囲外

（地中）における腐食のおそれあり。 

 

 

 

 

パンザマストの建替え 

 

【工期】 

 約９か月。このため工事費全額を令和４年度の繰越明許費とする。 

江差南が丘デジタル無線共聴施設パンザマスト建替工事概要 

（工事費 5,720 千円）

パンザマスト 

倒壊のおそれ 
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かもめ島島上ステージ外壁補修工事 

 

事 業 費  ８，４４７千円 

工事期間  令和４年３月～６月（予定）                                 
- 7 -

資料7



- 8 -

資料8



令和３年度  江差町文化会館非常用発電機バッテリー交換   説明資料

事 務 事 業 名

担 当 課 係 名 　江差町教育委員会社会教育課

　令和３年度 江差町文化会館非常用発電機バッテリー交換

　１，１８５千円（１０節 修繕費）総 事 業 費

 江差町文化会館非常用発電機のバッテリーを交換し、施設機能維持と利用者へ
の安心安全なサービスを提供を図るもの。

　○非常用発電機バッテリー交換（ペースト式シール型措置鉛蓄電池１２個の交換）

業 務 内 容

経 過 と 現 状

　江差町文化会館非常用発電機バッテリーについては2009年に更新。本バッテ
リー触媒栓の有効期限が2022年4月となっており、自家用電気工作物保安点検に
おいて未改修事項として指摘されているものであります。
　本館の非常用発電機については、停電時の非常灯点灯などするものであり安全
管理上、改修の必要があり更新を行うことを目的とする。

・非常用発電機バッテリーに表示されている製造年月及び交換時期

・バッテリー格納庫
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～２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて～ 

 

 

１．業務の目的 

 江差町の地域資源を活用し、再生可能エネルギーを地域内で最大限導入するための計画づくり 

を行う。そのために地域の自然的・経済的・社会的条件を考慮した、地域内の再生可能エネルギ 

ー導入検討に必要な基礎情報を収集整理すると共に、地域課題を把握する。また、地球温暖化対 

策推進法（令和３年５月改正）に基づく国の計画等を把握し、必要な情報収集、調査検討を行う。 

 

 

２．再生可能エネルギー導入マスタープラン作成 

 以下の内容を整理し、「再生可能エネルギー導入マスタープラン」として取りまとめる。 

 (1) 地域内のエネルギー使用状況、温室効果ガス排出量に関わる情報を将来推定も含めて整理。 

 (2) 洋上風力など、地域で有望な再生可能エネルギーの導入可能性を、賦存量や利用対象を考慮 

    して検討。 

 (3) 国の定める２０５０年の温室効果ガス排出量削減計画値を想定し、同計画と同等の温室効 

  果ガス削減を目標とし、それを達成しうる再生可能エネルギー導入目標値等を選定。 

 (4) 公共施設への再生可能エネルギー設備導入などの取組を進められるように、方向性と方針 

  などの構想を整理。 

 

 

 

令和４年度「再生可能エネルギー導入マスタープラン検討業務」概要

事業費 10,010 千円 

（財源内訳：国庫支出金 7,508 千円、一般財源 2,502 千円） 

※ 環境省 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業

（定率 3/4）活用 
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１．業務の目的 

 防災行政の最上位計画である地域防災計画について、関係法令の改正を踏まえて全面見 

直しを行い、同計画に沿って体系的に策定が必要な個別計画を作成することにより昨今の 

激甚化する自然災害が発生した場合に備え、防災・減災対策を推進する。 

 

 

 

２．業務内容 

 (1) 江差町地域防災計画の改定 

   （災害対策基本法等関係法令改正内容を踏まえた全面見直し） 

 (2) 個別計画・マニュアルの作成・改定 

  ① 業務継続計画作成 

  ② 避難情報の判断・伝達マニュアル作成 

  ③ 災害時職員初動マニュアル改定 

  ④ 受援計画作成 

  ⑤ 災害廃棄物処理計画作成 

  ⑥ 災害時備蓄品計画作成（令和５年度からの災害時備蓄品維持管理計画） 

令和４年度「地域防災計画改定・個別計画作成業務」概要 

事業費 9,918 千円 
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１．事業の目的 

 平成３０年６月に制定した「江差町災害時備蓄計画（令和２年１２月改定）」に基づき、   

災害時における住民の生活を確保するため食料・飲料水等の確保に努めるとともに、災害発 

生時における応急対策活動を円滑に行うため防災資機材等を整備するもの。 

 

 

 

２．整備内容 

 (1) 災害備蓄品の整備は「江差町災害時備蓄計画」の期間である平成３０年度から５年間 

  で整備していくこととしており、品目・数量を考慮しながら年次的に備蓄の整備を図る。 

 (2) 令和４年度は「江差町災害時備蓄計画」の最終年度となり、整備目標達成に向けて主 

  に次の品目を整備する。 

   ① 非常食・飲料水等食料 

   ② トイレットペーパー等生活必需品 

   ③ 多目的テント・寝袋等避難所資機材 

   ④ ペーパータオル等感染症対策資機材 

   

 

 

 

令和４年度「災害備蓄品整備事業」概要 
事業費 5,000 千円 
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事業名北の江の島構想推進 

 

１ 事業の概要 

(1)目的  

 

令和３年度策定の「北の江の島拠点施設（仮称）整備基本構想」に基づき、導

入施設の機能や規模、整備・管理運営手法及び道の駅整備実現に向けた具体的な

課題や条件、対応策など、今後の取り組みを整理する基本計画を策定するととも

に、施設建設を進める上で根幹となる基本設計図（配置図・平面図・立面図・デ

ザイン等）や構造・設備・工法等を作成し、概算工事費を積算する基本設計書を

作成する。 

なお、計画策定にあたっては、昨年度に引き続き、基本構想策定にあたられた

総務省地域力創造アドバイザーの活用を想定。 

 

 

(2)事業費  

１１，１８４千円（全額一般財源） 

※ 総務省地域力創造アドバイザー活用に対しては、年 5,600 千円を上限と

して、最大３年間特別交付税が措置される（令和４年度で２年目）。 

 

(3)経費内訳  

①基本計画・基本設計策定委託（総務省地域力創造アドバイザー活用） 

５，５００千円 

②温泉熱活用に関する調査委託 ２，２５５千円 

③整備施設説明用ＶＲ作成委託 ２，２００千円 

④まちづくりアドバイザー旅費等  ４１８千円 

⑤特別職・職員旅費等       ８１１千円 

 

 

(4)実施期間（予定）  

令和４年４月～令和５年３月 

 

担当課 まちづくり推進課 

 

 

【令和４年第１回定例会資料】 
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江差町地域公共交通活性化協議会負担金事業 概要 

 

１．趣 旨 

  利便性の高い公共交通網の構築に向けて、令和３年度より２か年をかけて国土交通省の地域

公共交通確保維持改善事業費補助金（以下「国庫補助金」という。）を活用し、総合計画など

の上位関連計画の整合性を図りながら、公共交通機関の利用実態や普段利用していない町民

のニーズ等について調査を行い、地域にとって望ましい公共交通のあり方を明らかにする「江

差町地域公共交通計画（以下「計画」という。）」の策定に取り組んでいく。 

 

２．令和４年度事業内容 

実 施 項 目 内 容 実施時期 

地域関係者ヒアリング 

交通事業者及び交通施策に係

る関係各所を対象としたヒア

リングを実施し、地域の公共交

通に対する要望等について整

理する。 

令和４年 

４月～６月 

バス利用実態調査 

町内を運行するバス路線にお

ける系統別や時間帯ごとでの

利用状況を把握する利用実態

調査を行う。 

令和４年 

６月～７月 

町民意見交換会 

前年度から実施してきた調査

結果を踏まえた、計画期間で実

施していく具体的な施策内容

についての意見交換会を行う。 

令和４年 

８月～９月 

新たな交通モードの導入に向けた 

実証運行の検討 

計画策定後の、新たな交通モー

ドの導入を見据えて適切な運

行ルートやエリア等を検証す

る実証運行について検討・実施

を行う。 

令和４年 

10月～12月 

江差町地域公共交通計画（案）の作成

上記内容について整理し、町民

ニーズが踏まえられた交通施

策や目標値を設定した計画

（案）を作成。 

令和５年 

１月～３月 

  ※ 計画（案）策定後、パブリックコメントを実施し住民意見を反映の上、計画内容を決定 

 

３．事業費 

  ６，２１５千円 

（※ 内訳：委託料５，９４９千円、旅費２１２千円、需用費３０千円、役務費２４千円） 

 

４．負担金の取扱い 

○ 委託料５，９４９千円について、その一部について要望予定である国庫補助金を充当する。 

 ○ 事業完了後、国庫補助金の額が確定次第、国庫補助金の額を含めた負担金の残額を当町へ

戻入する。 
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陣屋団地防火設備改修工事概要

■改修箇所：陣屋団地３号棟 防火戸１組(２枚)

■施工内容：防火戸の交換及び調整等

■事 業 費：１，７４３千円
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ボイラー室 伝習演示室

伝習演示室

ボイラー室拡大写真

位置図

① ②

③

①

②

③

拡大写真

拡大写真

〈追分観光課江差追分係〉
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江差町管内橋梁長寿命化

◎橋梁法定点検　　23/58橋

◎町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事

◎総事業費 Ｃ＝93，3００千円

新橋予定（第3椴川橋）
L=36.7ｍ W=8.0ｍ

旧橋（第3椴川橋）
L=48.0ｍ W=5.5ｍ
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町
職
員
の

服
務

の
宣
誓

に
関

す
る
条

例
の

一
部
を

改
正

す
る
条

例
 

新
旧
対

照
表
 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

改
正
内
容
 

（
宣
誓
）
 

第
２

条
 

新
た

に
職

員
と

な
っ

た
者

は
別

記
様

式
に

よ
る

宣

誓
書
を
任

命
権

者
に
提

出
し

て
か
ら

で
な

け
れ
ば
、
そ

の
職

務
を
行
っ

て
は

な
ら
な

い
。
た
だ

し
、
地

震
、
火
災
、
水
害

又
は

こ
れ

ら
に

類
す

る
緊

急
の

事
態

に
際

し
必

要
な

場
合

に
お
い
て

は
、
宣

誓
書
を
提

出
す
る

前
に

お
い
て

も
職

員
に

そ
の
職
務

を
行

わ
せ
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
略
 

  （
別
記
様
式
）
 

宣
誓
書
 

前
文
 
略
 

署
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

備
考
 
略
 

（
宣
誓
）
 

第
２

条
 

新
た

に
職

員
と

な
つ

た
者

は
任

命
権

者
又

は
そ

の

代
表

者
の

面
前

に
お

い
て

別
記

様
式

に
よ

る
宣

誓
書

に
署

名
し

て
か

ら
で

な
け

れ
ば

そ
の

職
務

を
行

つ
て

は
な

ら
な

い
。
 

  ２
 
略
 

  （
別
記
様
式
）
 

宣
誓
書
 

前
文
 
略
 

署
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 

印
 

備
考
 
略
 

・
「
な

つ
た
」
⇒

「
な
っ

た
」
 

・
「

又
は

そ
の

代
表

者
の

面
前

に
お

い
て

別
記

様
式

に
よ

る
宣

誓
書

に
署

名
」

⇒

「
別

記
様

式
に

よ
る

宣
誓

書
を

任
命

権

者
に
提
出

」
 

・
「
行

つ
て
」
⇒

「
行
っ

て
」
 

・
「

災
害

等
緊

急
事

態
の

場
合

は
、

宣
誓

書
を

提
出

す
る

前
に

お
い

て
も

職
務

を

行
わ
せ
る

こ
と

が
で
き

る
」

を
追
加

。
 

 ・
別
記

様
式
中

署
名
の

欄
の
「
印
」
を
削

る
。
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江
差
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
お
い
て
、
議
員
が
受
け
る
べ
 

き
議
員
報
酬
月
額
に
、
１
０
０
分
の
１
２
０
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
６
 

か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
 

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）
 

２
 
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
改
正
後
の
江
差
町
議
会
議
員
の
議

員
報

酬
及

び
費

用
弁

償
等

に
関

す
る

条
例

第
４

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

算
定

さ
れ

る
期
末
手
当
の
額
（
以
下
「
基
準
額

」
と
い
う
。
）
か
ら
、
令
和
３
年
１
２
月
に
支
給

さ
れ
た
期
末
手
当
の
額
に
１
２
７
．
５
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
調
整
額
」

と
い
う
。
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額
以
上
と

な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。
 

 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
お
い
て
、
議
員
が
受
け
る
べ
 

き
議
員
報
酬
月
額
に
、
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
６
 

か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
 

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
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江
差
町
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
任
し
た
日
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
)
に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
１
０
０
分
の

２
１
５
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者

の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）
 

２
 
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
改
正
後
の
江
差
町
特
別
職
の
職
員

で
常

勤
の

も
の

の
給

与
及

び
旅

費
に

関
す

る
条

例
第

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

期
末

手
当

の
額
（

以
下

「
基
準

額
」

と
い
う

。
）

か
ら

、
令

和
３

年
１
２

月

に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
の
額
に
２
２
２
．
５
分
の
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
調

整
額

」
と

い
う

。
）

を
減

じ
た

額
と

す
る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、
調

整
額

が
基
準

額

以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。
 

 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
任
し
た
日
、
又
は
死
亡
 

し
た
日
現
在
)
に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
１
０
０
分
の
 

２
２
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者

 

の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
 

て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
（
期
末
手
当
）
 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
０
 
 
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）

 
３
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の

１
２
０
 
 
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
６
７
．
５
」
と
す
る
。
 

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）
 

２
 
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
改
正
後
の
江
差
町
職
員
の
給
与
に

関
す

る
条

例
第

１
５

条
第

２
項

及
び

同
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

期
末

手
当
の
額
（
以
下
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
令
和
３
年
１
２
月
に
支
給
さ
れ
た
期

末
手
当
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
は
、
支
給

し
な
い
。
 

 
(
1
)
 
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
 
１
２
７
．
５
分
の
１
５
 

 
(
2
)
 
再
任
用
職
員
 
７
２
．
５
分
の
１
０
 

 
（
期
末
手
当
）
 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
 

額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
 

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）

 
３
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
 

１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
す
る
。
 

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
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江
差
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
（
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度

任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０
分
の
１
２
０
 
 
」

と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
６
７
．
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
か
ら
３
ま
で
 
（
略
）
 

  

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）
 

２
 
令
和
４
年
６
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
改
正
後
の
江
差
町
会
計
年
度
任
用

職
員

の
給

与
及

び
費

用
弁

償
に

関
す

る
条

例
第

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る
期
末
手
当
の
額
（
以
下
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
令
和
３
年
１
２
月
に
支
給

さ
れ
た
期
末
手
当
の
額
に
７
２
．
５
分
の
１
０
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
調
整
額
」

と
い

う
。
）

を
減

じ
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

調
整

額
が

基
準

額
以

上
と

な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。
 

 
（
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
 

任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
」
 

と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
か
ら
３
ま
で
 
（
略
）
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◆
江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

内
容
 

(
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
)
 

第
2
条
 
育
児
休
業
法
第

2
条
第

1
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
2
)
 
略
 

(
3
)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
 

ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

  

(
ア

)
 

そ
の
養
育
す
る
子
(
育
児
休
業
法
第

2
条

第
1
項
に
規
定
す
る
 

子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
が

1
歳

6
か
月
に
達
す
る
日
(
以
下
「

1
 

歳
6
か
月
到
達
日
」
と
い
う
。
)
(
第

2
条
の

4
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
2
歳
に
達
す
る
日
)
ま
で
に
、
そ
の
任
期
(
任
期

が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
)
が
満
了
す
る
 

こ
と
及
び
引
き
続
い
て
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定

職
」
と
い
う
。
）
に
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
 

職
員
 

  (
イ

)
 
 
勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
 

 イ
・
ウ
 
略
 

 

(
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
)
 

第
2
条
 
育
児
休
業
法
第

2
条
第

1
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
2
)
 
略
 

(
3
)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
 

ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

(
ア

)
 

任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
(
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
)
に

引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が

1
年
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員
 

(
イ

)
 

そ
の
養
育
す
る
子
(
育
児
休
業
法
第

2
条

第
1
項
に
規
定
す
る

子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
が

1
歳

6
か
月
に
達
す
る
日
(
以
下
「
1
歳

6
か

月
到

達
日

」
と

い
う

。
)
(
第

2
条

の
4
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

2
歳
に
達
す
る
日
)
ま
で
に
、
そ
の
任
期
(
任
期
が

更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
)
が
満
了
す
る
こ
と

及
び
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非

常
勤
職
員
 

   (
ウ

)
 
勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
 

 イ
・
ウ
 
略
 

      ・
(
ア
)
削
る
 

 ・
(
イ
)
が
(
ア
)
に
繰
り
上

が
り
 

   ・『
特
定
職
に
引
き
続
き
』

→
『
引
き
続
い
て
任
命
権

者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以

下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
）

に
』
に
改
正
 

・
(
ウ
)
が
(
イ
)
に
繰
り
上

が
り
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◆
江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

内
容
 

(
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
)
 

第
1
7
条
 
育
児
休
業
法
第

1
9
条
第

1
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に

掲
げ
る
職
員
と
す
る
。
 

(
1
)
 

略
 

(
2
)
 

勤
務

日
の

日
数

及
び

勤
務

日
ご

と
の

勤
務

時
間

を
考

慮
し

て
規

則

で
定

め
る

非
常

勤
職

員
以

外
の

非
常

勤
職

員
(
地

方
公

務
員

法
第

2
8
条

の
5
第

1
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
(
以
下
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
)
を
除
く
。
)
 

       

(
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
)
 

第
1
7
条
 
育
児
休
業
法
第

1
9
条
第

1
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に

掲
げ
る
職
員
と
す
る
。
 

(
1
)
 

略
 

(
2
)
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
(
地

方
公

務
員

法
第

2
8
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
短

時
間

勤
務

の
職

を

占
め
る
職
員
(
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
)
を
除

く
。
)
 

  ア
 
特
定
職
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が

1
年
以
上
で
あ
る
非
常
勤

職
員
 

イ
 
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
規
則

で
定
め
る
非
常
勤
職
員
 

  

    ・
『

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す
る
』
→
『
勤
務
日
の

日
数

及
び

勤
務

日
ご

と

の
勤

務
時

間
を

考
慮

し

て
規
則
で
定
め
る
』
に
改

正
 

・
ア
削
る
 

 ・
イ
削
る
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◆
江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

内
容
 

(
妊

娠
又

は
出

産
等

に
つ

い
て

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合
に

お
け

る
措

置

等
)
 

第
2
1
条
 
任
命
権
者
は
、
職
員
が
当
該
任
命
権
者
に
対
し
、
当
該
職
員
又
は

そ
の
配
偶
者
が
妊
娠
し
、
又
は
出
産
し
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事

実
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
育
児
休
業
に
関
す
る
制

度
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
に

係
る

当
該

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
面

談
そ

の
他

の
措

置
を

講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
職
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
当
該
職
員
が
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
)
 

第
2
2
条
 
任
命
権
者
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
が
円
滑
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
1
)
 
職
員
に
対
す
る
育
児
休
業
に
係
る
研
修
の
実
施
 

 
(
2
)
 
育
児
休
業
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備
 

(
3
)
 
そ
の
他
育
児
休
業
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
 

(
委
任

)
 

第
2
3
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

    

             (
委
任

)
 

第
2
1
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

・
第

2
1
条
、
第

2
2
条
新

設
 

                ・
2
条
追
加
に
よ

り
第

2
3

条
へ
繰
り
下
が
り
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江差･上ノ国下⽔道管理センターの建設⼯事委託資料 

 

１．経過・現状 

   中央監視装置等の監視制御設備において、平成１４年度に下⽔道の供⽤が始まっ

てから１９年経過し、経年劣化による故障の発⽣もみられる。平成３０年度に策定

した江差町公共下⽔道事業ストックマネジメント計画に基づき機器の更新を実施

するものであり、⽇本下⽔道事業団と令和３年６⽉１５⽇に委託協定を締結してい

る。 

２．委 託 概 要 

   ⼯事の発注から監督管理、精算報告までの全部 

   ・江差・上ノ国下⽔道管理センターの汚泥脱⽔機等及び監視制御装置、計装設 

   備の更新 

３．事 業 費 

（変更前）令和３年度  ２６，０００千円  （変更後）２６，０００千円 

               （うち繰越翌債承認額）２１，０００千円 

令和４年度 １６０，０００千円     １６０，０００千円 

合   計 １８６，０００千円      １８６，０００千円 
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氏  名   松村

まつむら

 直人
な お と   

生年月日   昭和４５年３月１９日生（５１歳）  
住  所   檜山郡江差町字本町２７１番地  
最終学歴   平成 ５年 ３月  駒沢大学仏教学部卒業  
職 歴 等   平成 ６年 ４月 

            ～     日本体育大学サッカー部コーチ               平成 ９年 ３月  
        平成 ９年 ３月 
            ～     大本山永平寺安居 

平成１０年 ３月  
        平成１０年 ４月 
            ～     函館市龍宝寺勤務 

平成１３年 ３月  
平成１３年 ４月～ 江差町正覚院帰院 
          現在 正覚院住職  

公職歴等   平成２９年１０月～ 調停委員  
       平成３０年 ６月～ 教誨師  

        平成３１年 ７月～ 人権擁護委員（現在１期目）   
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氏  名   山田

や ま だ

 清美
き よ み   

生年月日   昭和３４年１０月２６日生（６２歳）  
住  所   檜山郡江差町字本町１７０番地３  
最終学歴   昭和５５年 ３月  北海道女子短期大学初等教育学科卒業  
職 歴 等   昭和５５年 ６月  江差町立江差小学校附属あすなろ幼稚園教諭                平成３０年 ４月  江差町立江差小学校附属あすなろ幼稚園園長  

        令和 ２年 ３月  定年退職   
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【
令
和
３
年
度
 
国
・
道
へ
の
要
望
等
状
況
一
覧
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
令
和
３
年
９
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
１
月
3
1
日
）
 

要
望
団
体
 

要
 
 
望
 
 
内
 
 
容
 

要
 
望
 
先
 

備
 
 
考
 

主
要
道
道

江
差

・
木
古

内
線
 

整
備
促
進

協
議

会
 

（
事
務
局

：
木

古
内
町

）
 

■
主
要
道

道
江

差
・
木

古
内

線
の
整

備
促

進
に
関

す
る

要
望
 

・
北
海
道

建
設

部
 

・
函
館
建

設
管

理
部
 

令
和
３
年

９
月

2
1
日
 

（
要
望
書

郵
送

）
 

檜
山

地
域

振
興

協
議

会
 

■
国

道
2
2
9
号

（
乙

部
町

鳥
山

・
館

浦
間

）
の

土
砂

崩
れ

に
よ

る
通

行
止

め

箇
所
の
早

期
復

旧
に
関

す
る

要
望
 

・
国
土
交

通
省

道
路
局
 

・
国
土
交

通
省

北
海
道

局
 

・
財
務
省

主
計

局
 

・
地
元
選

出
国

会
議
員
 

令
和
４
年

１
月

2
4
日
 

（
要
望
書

提
出

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 42 -

資料39



 


	01
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	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
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	16～19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	26～30
	31
	32
	33
	34、35
	36

